








要約:本研究班に与えられたリサーチクエッションは「都道府県ごとの周産期医療計画は

どんなものか」である。これに答えるため、わが国の周産期医療の現状の調査と問題点の

検討を行い、さらに地域の周産期医療システムのあり方について検討し次ぎの結果を得た。

1)各地域は人口約 100 万人(出生約 1万)を 1つの周産期医療圏と考え、地域内の各周産期

医療施設が協力して周産期医療を担当する周産期医療システムを確立することが適当であ

る。

2)地域の周産期医療システムを確立するためには、中核となる重症な妊婦や新生児を収容

し治療を行うセンター施設の整備が必要である。

3)センター施設に収容し治療することが必要な患者数から、地域に必要な病床数を計算す

ると、出生 1 万当たり狭義の NICU(新生児集中治療病床)20 床、広義の NICU100 床、産科

集中ケア病床(周産期 1CU:PICU)20 床であった。

4)NICU を有効に活用するためには、長期入院児や NICU 退院児の再入院のための小児重症

病床の整備が必要である。

5)センターの要員確保のためのには、卒後教育のセンター機能を有することが必要である。

6)センターが必要とする機能(施設・機材・要員)についても検討し、また地域の周産期医

療整備状況についても調査した。


